
市

長

提

出

議

案

議
案
第
64
号
　
蓮
田
市
教
育
委
員
会
教
育

長
の
任
命
に
つ
い
て

蓮
田
市
教
育
委
員
会
教
育
長
に

西に
し

山や
ま

通み
ち

夫お

氏
を
任
命

　
蓮
田
市
教
育
委
員
会
教
育
長
の
西
山
通
夫
氏
の

任
期
が
満
了
と
な
る
た
め
、
再
び
同
氏
を
任
命
す

る
も
の
で
す
。

い
じ
め
解
決
・
学
校
施
設
整

備
等
に
遅
れ
を
生
じ
さ
せ

て
い
る	

湯
谷
百
合
子
（
無
会
派
）

反対討論　
市
内
中
学
校
で
発
生
し
た
い
じ
め
事
案
は
重
大

事
態
に
な
り
、
文
部
科
学
省
「
い
じ
め
重
大
事
態

の
調
査
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
よ
り
、
通

称
第
三
者
委
員
会
と
い
う
利
害
関
係
を
有
し
な
い

専
門
家
に
よ
る
委
員
会
で
調
査
す
べ
き
と
こ
ろ
、

現
職
の
部
長
や
元
中
学
校
長
な
ど
を
任
命
し
た
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
国
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
沿
っ
た

人
選
だ
と
繰
り
返
し
答
弁
し
た
こ
と
で
、
い
じ
め

解
決
は
遅
れ
て
い
る
。
ま
た
、
学
校
の
ト
イ
レ
は

い
ま
だ
に
和
式
が
多
く
、
体
育
館
の
エ
ア
コ
ン
は

未
設
置
で
あ
る
。
教
育
環
境
整
備
の
遅
れ
を
招
い

て
い
る
た
め
、
教
育
長
人
事
に
反
対
す
る
。

蓮
田
市
の
よ
り
よ
い
教
育
の

た
め
適
任

山
田
慎
太
郎
（
は
す
だ
政
和
会
）

賛成討論　
困
難
校
の
立
て
直
し
や
Ｉ
Ｃ
Ｔ
に
関
す
る
知
見

な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
に
加
え
、
コ
ロ
ナ
禍
で
の

強
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
よ
る
実
績
か
ら
も
、
蓮

田
市
に
引
き
続
き
必
要
で
あ
る
と
感
じ
て
い
る
。

　
ま
た
、
西
山
氏
が
大
切
に
し
て
い
る
蓮
田
市
の

子
ど
も
に
強
い
愛
情
を
持
っ
て
い
る
こ
と
も
教
頭

在
任
中
の
実
績
か
ら

も
自
ら
体
現
さ
れ
て

い
る
。

　
以
上
を
踏
ま
え
、

西
山
氏
が
蓮
田
市
の

教
育
長
に
は
適
任
で

あ
り
、
賛
成
す
る
。

12 月定例会
会期 11/27㊌▶ 12/19㊍

蓮
田
市
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
４
号
）
な
ど

22
議
案
を
同
意
・
承
認
・
可
決

令
和
６
年
12
月
定
例
会
は
、
去
る
11
月
27
日
か
ら
12
月
19
日
ま
で
の
23
日
間
の

会
期
で
開
か
れ
ま
し
た
。

今
定
例
会
で
は
、
初
日
に
市
長
提
出
議
案
と
し
て
「
蓮
田
市
教
育
委
員
会
教
育

長
の
任
命
に
つ
い
て
」「
令
和
６
年
度
蓮
田
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
４
号
）」

な
ど
13
議
案
が
上
程
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
最
終
日
に
は
「
蓮
田
市
職
員
の
給
与

に
関
す
る
条
例
及
び
蓮
田
市
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
」
な
ど
人
事
院
勧
告
に
鑑
み
給
与
の
改
定
に
関
す
る
９
議

案
が
追
加
上
程
さ
れ
ま
し
た
。
い
ず
れ
も
同
意
・
承
認
・
可
決
し
ま
し
た
。

定例会初日　議案の提案説明を行う山口市長
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子
ど
も
た
ち
の
た
め
に
新

し
い
教
育
長
を

菊
池
　
義
人
（
市
民
ク
ラ
ブ
未
来
）

反対討論　
教
育
長
５
期
15
年
に
つ
い
て
は
、
人
材
の
固
定

化
及
び
新
し
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
欠
如
な
ど
多

く
の
弊
害
が
あ
る
と
考
え
る
。
先
に
行
っ
た
質
疑

の
答
弁
で
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
西
山
教
育
長

あ
り
き
で
進
め
て
い
て
、
複
数
の
人
材
に
つ
い
て

現
在
の
蓮
田
市
の
課
題
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
議
論

を
重
ね
た
と
は
思
え
な
い
。
さ
ら
に
学
校
ト
イ
レ

の
改
修
（
便
器
の
洋
式
化
、
床
の
乾
式
化
）
が
近

隣
市
と
比
べ
て
も
遅
れ
て
い
る
。
公
共
施
設
の
老

朽
化
が
著
し
い
な
か
サ
ブ
ア
リ
ー
ナ
建
設
の
進
め

方
に
も
問
題
が
あ
っ
た
。
子
育
て
中
の
保
護
者
の

立
場
と
し
て
も
新
し
い
教
育
長
に
代
わ
っ
て
ほ
し

い
。
以
上
の
理
由
か
ら
反
対
す
る
。

教
育
長
が
15
年
も
長
期
滞
留
す
る
人
事
は
組

織
運
営
上
の
弊
害
が
多
く
行
う
べ
き
で
な
い

武
藤
　
康
史
（
市
民
ク
ラ
ブ
未
来
）

反対討論　
社
会
的
に
も
、
長
期
の
人
事
滞
留
に
よ
る
組
織

運
営
上
の
弊
害
、
す
な
わ
ち
「
人
材
育
成
・
登
用

の
機
会
が
減
少
す
る
」「
組
織
の
長
の
行
政
方
針

に
物
申
す
こ
と
が
難
し
く
な
り
組
織
の
革
新
や

チ
ェ
ッ
ク
機
能
が
失
わ
れ
る
」
な
ど
は
非
常
に
大

き
い
と
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
は
「
素
晴
ら
し
い
人
だ
か
ら
」
な
ど
の

属
人
的
な
要
素
で
解
決
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、

市
政
が
人
間
関
係
に
左
右
さ
れ
る
風
土
に
な
る
こ

と
は
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
市
は
「
市
民
の
幸
福
と
市
政
の
継
続
的
な
進
化

発
展
を
目
指
す
」
と
い
う
考
え
方
に
立
っ
て
未
来

志
向
の
人
事
を
行
う
べ
き
で
あ
り
、
12
年
を
超
え

る
教
育
長
の
長
期
任
用
に
反
対
す
る
。

 

議
案
第
65
号
　
蓮
田
市
公
平
委
員
会
委
員

の
選
任
に
つ
い
て

蓮
田
市
公
平
委
員
会
委
員
に

町ま
ち

田だ

知と
も

啓あ
き

氏
を
選
任

　
蓮
田
市
公
平
委
員
会
委
員
の
町
田
知
啓
氏
の
任

期
が
満
了
と
な
る
た
め
、
再
び
同
氏
を
選
任
す
る

も
の
で
す
。

 
議
案
第
66
号
　
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め

る
こ
と
に
つ
い
て

令
和
６
年
度
蓮
田
市
一
般
会
計
補

正
予
算
（
第
３
号
）
を
専
決

　
10
月
27
日
執
行
の
衆
議
院
議
員
総
選
挙
等
の
実

施
に
伴
い
予
算
措
置
を
講
じ
る
必
要
が
あ
り
、
地

本年もよろしくお願いいたします

議
　
長 

　
勝
　
浦
　
　
　
敦

副
議
長 

　
秦
　
　
　
邦
　
雄

［
議
　
席
　
順
］

議
　
員
　
湯
　
谷
　
百
合
子

議
　
員
　
高
　
橋
　
健
一
郎

議
　
員
　
山
　
田
　
孝
　
夫

議
　
員
　
鈴
　
木
　
貴
美
子

議
　
員
　
関
　
根
　
守
　
男

議
　
員
　
豊
　
嶋
　
　
　
遥

議
　
員
　
山
　
田
　
慎
太
郎

議
　
員
　
武
　
藤
　
康
　
史

議
　
員
　
齋
　
藤
　
　
　
齊

議
　
員
　
木
佐
木
　
照
　
男

議
　
員
　
榎
　
本
　
菜
　
保

議
　
員
　
諸
　
根
　
善
　
昭

議
　
員
　
深
　
田
　
康
　
孝

議
　
員
　
近
　
藤
　
純
　
枝

議
　
員
　
関
　
根
　
香
　
織

議
　
員
　
齋
　
藤
　
昌
　
司

議
　
員
　
菊
　
池
　
義
　
人

議
　
員
　
中
　
里
　
幸
　
一

令
和
7
年
の
新
春
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
謹

ん
で
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
た
、
昨
年
中
に
賜
り
ま
し
た
蓮
田
市
議
会

へ
の
格
別
の
ご
理
解
と
ご
協
力
に
厚
く
御
礼
申

し
上
げ
ま
す
。

本
年
は
巳
年
で
す
。
蛇
は
脱
皮
を
繰
り
返
し
成

長
す
る
こ
と
か
ら
「
再
生
」
や
「
復
活
」
を
象
徴
し
、

縁
起
が
い
い
生
き
物
と
も
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

議
会
に
お
け
る
「
再
生
」
と
「
復
活
」
と
は

何
か
を
考
え
た
と
き
、『
何
か
に
挑
戦
す
る
リ
ス

ク
』
を
恐
れ
る
よ
り
、『
挑
戦
し
な
い
こ
と
の
リ

ス
ク
』
の
方
が
遥
か
に
大
き
な
損
失
が
生
じ
か
ね

な
い
時
代
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

市
長
を
は
じ
め
と
し
た
執
行
機
関
と
の
善
政

競
争
に
励
み
な
が
ら
、
現
代
の
社
会
や
市
の
あ
ら

ゆ
る
課
題
に
正
面
か
ら
取
り
組
み
、
一
つ
一
つ
の

成
果
を
追
求
し
続
け
る
こ
と
が
、
今
を
生
き
る
私

た
ち
の
果
た
す
べ
き
使
命
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

そ
の
た
め
に
、
蓮
田
市
議
会
は
公
共
の
福
祉

の
向
上
、
地
域
の
活
性
化
や
社
会
課
題
の
解
決
に

向
け
て
、
更
な
る
議
会
活
動
の
充
実
を
図
る
こ
と

は
も
と
よ
り
、
執
行
機
関
に
対
す
る
監
視
機
能
や

政
策
立
案
機
能
の
強
化
、
議
会
改
革
に
つ
い
て
も

引
き
続
き
取
り
組
む
と
と
も
に
、
市
民
の
皆
様
と

の
信
頼
関
係
を
築
き
続
け
る
努
力
を
積
み
重
ね

て
ま
い
り
ま
す
。

二
元
代
表
制
の
一
翼
を
担
う
立
場
か
ら
、
市
民

の
皆
様
の
信
託
に
応
え
ら
れ
ま
す
よ
う
、
本
年
も

議
員
一
同
、
真
摯
に
、
謙
虚
に
、
誠
意
を
も
っ
て

職
責
を
果
た
し
て
い
く
所
存
で
す
の
で
、
よ
り
一

層
の
ご
指
導
・
ご
鞭

べ
ん
た
つ撻

を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

こ
の
ま
ち
を
皆
様
と
共
に
考
え
、
共
に
創
っ

て
い
く
こ
と
、
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
と
挑
み
続
け
る
覚

悟
を
新
た
に
し
つ
つ
、
皆
様
の
ご
健
勝
と
ご
多
幸

を
心
か
ら
お
祈
り
申
し
上
げ
、
新
年
の
挨
拶
と
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

議　長

勝浦　敦

新
年
の
ご
挨
拶

「
競
争
と
共
創
の
一
年
に
」
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方
自
治
法
第
１
７
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
専

決
処
分
し
た
も
の
で
す
。

　
内
容
は
、
令
和
６
年
度 

蓮
田
市
一
般
会
計
補

正
予
算
（
第
３
号
）
で
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額

に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
２
８
０
７
万
５
０
０
０
円

を
追
加
し
、
予
算
総
額
を
２
３
８
億
９
２
８
１
万

８
０
０
０
円
と
す
る
も
の
で
す
。

議
案
第
67
号
　
蓮
田
市
職
員
定
数
条
例
等

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

職
員
の
組
織
機
構
の
見
直
し
に
よ

る
改
正

　
主
な
内
容
は
、
蓮
田
市
職
員
の
組
織
機
構
の
見

直
し
に
よ
り
、
職
員
定
数
と
審
議
会
等
の
所
管
課

の
名
称
を
変
更
す
る
も
の
で
す
。

　
施
行
日
は
、
令
和
７
年
４
月
１
日
で
す
。

議
案
第
68
号
　
蓮
田
市
立
学
童
保
育
所
設
置

及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

中
央
学
童
保
育
所
の
定
員
を
増
員

　
主
な
内
容
は
、
中
央
学
童
保
育
所
に
定
員
30
人

の
施
設
を
増
設
し
、
定
員
を
１
８
０
人
と
す
る
も

の
で
す
。

　
施
行
日
は
、
令
和
７
年
４
月
１
日
で
す
。

議
案
第
69
号
　
蓮
田
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
の
職
員
に
係
る
基
準
及
び
当
該
職
員
の
員

数
等
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

介
護
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改

正
に
伴
う
改
正

　
主
な
内
容
は
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
人

員
配
置
に
つ
い
て
、
現
行
の
配
置
基
準
を
原
則
と

し
た
上
で
、
柔
軟
な
職
員
配
置
を
可
能
と
す
る
も

の
で
す
。

　
施
行
日
は
、
公
布
の
日
か
ら
で
す
。

人
員
不
足
に
対
応
す
る
た
め
に

は
必
要
な
常
勤
職
員
の
採
用
を

深
田
康
孝
（
日
本
共
産
党
）

反対討論　
こ
の
条
例
改
定
は
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

の
職
員
配
置
に
つ
い
て
、
現
行
の
職
員
配
置
を
原

則
と
し
た
上
で
、
柔
軟
な
職
員
配
置
を
可
能
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
総
合
相
談
支
援
や
虐

待
被
害
の
対
応
・
防
止
と
い
っ
た
高
齢
者
支
援
に

お
い
て
は
、
職
員
と
利
用
者
と
の
信
頼
関
係
構
築

に
関
わ
る
継
続
性
が
重
要
な
要
素
と
な
る
。
そ
の

た
め
に
は
、
非
常
勤
２
人
で
常
勤
１
人
配
置
と
す

る
こ
と
等
で
は
な
く
、
必
要
な
常
勤
の
人
員
を
採

用
す
る
こ
と
が
本
来
の
姿
で
あ
る
と
考
え
る
。
し

た
が
っ
て
、
日
本
共
産
党
は
、
こ
の
条
例
案
に
反

対
す
る
。

議
案
第
70
号
　
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ

い
て

蓮
田
市
自
転
車
駐
車
場
の
指
定
管
理

者
と
し
て
友ゆ

う

輪り
ん

株
式
会
社
を
指
定

　
蓮
田
市
自
転
車
駐
車
場
の
指
定
管
理
に
よ
る
管

理
が
、
令
和
６
年
度
末
を
も
っ
て
終
了
す
る
こ
と

に
伴
い
、
蓮
田
市
自
転
車
駐
車
場
指
定
管
理
者

選
定
委
員
会
の
審
査
を
経
て
、「
友
輪
株
式
会
社
」

に
内
定
し
た
も
の
で
す
。

　
指
定
の
期
間
は
、
令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
令

和
12
年
３
月
31
日
ま
で
の
５
年
間
で
す
。

蓮田駅西口自転車駐車場

議
案
第
71
号
　
令
和
６
年
度
蓮
田
市
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
４
号
）

議
場
内
雨
漏
り
や
庁
舎
ト
イ
レ
排

水
管
な
ど
の
改
修
工
事
に
要
す
る

経
費
な
ど
を
計
上

　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ

２
億
７
７
６
７
万
５
０
０
０
円
を
追
加
し
、
予
算

総
額
を
２
４
１
億
７
０
４
９
万
３
０
０
０
円
と
す

る
も
の
で
す
。

　
内
容
は
、
議
場
屋
根
等
雨
水
排
水
設
備
改
修
工

事
、
庁
舎
ト
イ
レ
排
水
管
改
修
工
事
の
経
費
の
ほ

か
、
利
用
件
数
が
増
加
し
て
い
る
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
に
係
る
経
費
、
中
学
校
の
教
科
書
改
訂
に
伴

い
指
導
書
等
を
更
新
す
る
た
め
の
経
費
な
ど
を
計

上
。
ま
た
、
蓮
田
白
岡
衛
生
組
合
分
担
金
を
減
額
。

　
ま
た
、
継
続
費
を
次
期
総
合
振
興
計
画
策
定
の
た

め
に
追
加
。
繰
越
明
許
費
は
庁
舎
維
持
管
理
事
業
の

執
行
に
期
間
を
要
す
る
た
め
追
加
。
債
務
負
担
行
為

は
公
園
管
理
業
務
委
託
費
や
学
童
保
育
所
管
理
運
営

業
務
委
託
費
な
ど
、
本
年
度
中
に
契
約
を
締
結
す
る

必
要
が
あ
る
た
め
補
正
す
る
も
の
で
す
。

国
政
の
ゆ
が
み
を
持
ち
込

む
点
が
あ
り
反
対

諸
根
善
昭
（
日
本
共
産
党
）

反対討論　
次
の
２
点
は
、
国
政
の
ゆ
が
み
を
持
ち
込
む
も

の
で
あ
り
、
日
本
共
産
党
は
以
下
の
債
務
負
担
行

為
に
反
対
す
る
。

① 

　
コ
ン
ビ
ニ
交
付
シ
ス
テ
ム
保
守
業
務
委
託
費

限
度
額
９
９
６
万
６
０
０
０
円
。
住
民
票
な
ど

の
一
人
当
た
り
の
交
付
経
費（
全
額
市
の
負
担
）

は
１
７
６
６
円
（
令
和
５
年
度
）
に
も
の
ぼ
る
。

② 

　
振
り
仮
名
通
知
書
作
成
業
務
委
託
費
限
度
額

３
２
０
万
７
０
０
０
円
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
を
事
実
上
国
民
に
強
要
す
る
一
環
。
根
拠
と

な
る
改
定
戸
籍
法
は
、
今
後
生
ま
れ
て
く
る
子

の
名
は
行
政
が
「
一
般
的
な
読
み
方
」
で
あ
る

か
ど
う
か
を
審
査
す
る
と
し
て
い
て
、
命
名
権

の
明
白
な
侵
害
。

議
案
第
72
号
　
令
和
６
年
度
蓮
田
市
国
民

健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

債
務
負
担
行
為
を
補
正

　
内
容
は
、
診
療
報
酬
点
検
業
務
委
託
及
び
特
定
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保
健
指
導
業
務
委
託
費
に
つ
い
て
、
本
年
度
中
に

契
約
を
締
結
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
債
務
負
担

行
為
を
補
正
す
る
も
の
で
す
。

議
案
第
73
号
　
令
和
６
年
度
蓮
田
市
後
期
高

齢
者
医
療
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
納
付

金
を
減
額

　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
か
ら
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ

れ
１
１
４
１
万
７
０
０
０
円
を
減
額
し
、
予
算
総

額
を
13
億
３
５
３
４
万
７
０
０
０
円
と
す
る
も
の

で
す
。

　
内
容
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
納
付
金

を
保
険
基
盤
安
定
負
担
金
の
確
定
に
よ
り
減
額
す

る
も
の
で
す
。

議
案
第
74
号
　
令
和
６
年
度
蓮
田
市
介
護

保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

過
年
度
保
険
料
過
誤
納
還
付
金
な

ど
を
増
額

　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ

１
９
４
６
万
円
を
追
加
し
、
予
算
総
額
を
61
億
９

４
０
６
万
７
０
０
０
円
と
す
る
も
の
で
す
。

　
主
な
内
容
は
、
制
度
改
正
に
対
応
す
る
た
め
の

シ
ス
テ
ム
改
修
費
用
や
地
域
介
護
・
福
祉
空
間
整

備
等
施
設
整
備
補
助
金
な
ど
総
務
費
の
増
額
で
す
。

ま
た
、
債
務
負
担
行
為
の
補
正
は
、
地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
運
営
業
務
委
託
費
な
ど
に
つ
い
て
、

本
年
度
中
に
契
約
を
締
結
す
る
必
要
が
あ
る
た
め

補
正
す
る
も
の
で
す
。

更
な
る
介
護
保
険
料
負
担
を
求
め

る
シ
ス
テ
ム
改
修
費
に
は
反
対

深
田
康
孝
（
日
本
共
産
党
）

反対討論　
こ
の
議
案
の
電
算
処
理
業
務
委
託
費
２
８
５
万

４
０
０
０
円
は
、
介
護
老
人
保
健
施
設
及
び
介
護

医
療
院
の
多
床
室
室
料
の
自
己
負
担
な
ど
、
さ
ら

な
る
介
護
保
険
料
負
担
を
求
め
る
た
め
の
シ
ス
テ

ム
改
修
費
で
あ
る
。
多
床
室
利
用
者
の
負
担
額
は
、

月
額
８
０
０
０
円
相
当
に
も
な
る
。
市
内
に
は
、

こ
れ
に
該
当
す
る
施
設
は
な
い
も
の
の
、
市
民
が

他
の
自
治
体
で
該
当
施
設
に
入
居
し
負
担
増
と
な

る
ケ
ー
ス
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
も
そ
も
、
こ
の

よ
う
な
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
負
担
を
広
げ
る
介
護

保
険
の
改
悪
は
利
用
者
を
さ
ら
に
苦
し
め
る
も
の

で
あ
る
。
以
上
の
理
由
か
ら
、
日
本
共
産
党
は
反

対
す
る
。

議
案
第
75
号
　
令
和
６
年
度
蓮
田
市
水
道

事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

原
水
及
び
浄
水
費
の
補
正
並
び
に

次
年
度
ま
で
の
事
業
の
債
務
負
担

行
為
を
補
正

　
収
益
的
支
出
は
薬
品
費
等
の
た
め
の
増
額
で
す
。

ま
た
、
漏
水
修
理
等
工
事
費
な
ど
の
事
業
に
つ
い

て
、
本
年
度
中
に
契
約
を
締
結
す
る
必
要
が
あ
る

た
め
債
務
負
担
行
為
を
補
正
す
る
も
の
で
す
。

議
案
第
76
号
　
令
和
６
年
度
蓮
田
市
下
水

道
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

次
年
度
ま
で
の
事
業
の
債
務
負
担

行
為
を
補
正

　
内
容
は
、
農
業
集
落
排
水
処
理
場
汚
泥
処
理
委

託
費
な
ど
の
事
業
に
つ
い
て
、
本
年
度
中
に
契
約

を
締
結
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
債
務
負
担
行
為
を

補
正
す
る
も
の
で
す
。

議
案
第
77
号
　
蓮
田
市
議
会
議
員
の
議
員

報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

議
案
第
78
号
　
市
長
及
び
副
市
長
の
給
与
等
に
関

す
る
条
例
及
び
蓮
田
市
教
育
委
員
会
教
育
長
の
給

与
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

議
員
並
び
に
市
長
、
副
市
長
、
教

育
長
の
期
末
手
当
を
改
定

　
こ
れ
ら
２
議
案
は
、
蓮
田
市
特
別
職
報
酬
等
審

議
会
の
答
申
を
踏
ま
え
改
正
す
る
も
の
で
す
。

　
主
な
内
容
は
、
今
年
度
の
12
月
期
支
給
の
期
末

手
当
の
支
給
割
合
に
つ
い
て
、
現
行
の
２
・
２
５

月
か
ら
０
・
１
月
引
き
上
げ
て
、
２
・
３
５
月
に

改
め
、
年
間
の
支
給
割
合
を
４
・
６
月
と
す
る
も

の
で
す
。
ま
た
、
令
和
７
年
度
以
降
の
期
末
手
当

の
支
給
割
合
に
つ
い
て
、
６
月
期
及
び
12
月
期
、

そ
れ
ぞ
れ
２
・
３
月
に
改
め
る
も
の
で
す
。

　
施
行
日
は
、
公
布
の
日
か
ら
で
す
。
た
だ
し
、

今
年
度
の
期
末
手
当
の
支
給
割
合
に
つ
い
て
は
令

和
６
年
12
月
１
日
か

ら
適
用
し
、
令
和
７

年
度
の
期
末
手
当
の

支
給
割
合
に
つ
い
て

は
令
和
７
年
４
月
１

日
か
ら
施
行
す
る
も

の
で
す
。

市
長
の
行
政
報
告

　
今
定
例
会
に
お
け
る
市
長
か
ら
の
行
政

報
告
は
６
件
で
、
次
の
と
お
り
で
す
。

１
　
令
和
７
年
度
予
算
編
成
方
針
に
つ
い
て

２
　�

第
29
回
や
さ
し
さ
い
き
い
き
フ
ェ
ス
テ
ィ

バ
ル
に
つ
い
て

３
　�

地
下
鉄
７
号
線
建
設
誘
致
期
成
同
盟
会
の

活
動
状
況
に
つ
い
て

４
　�

高
虫
西
部
地
区
産
業
団
地
整
備
事
業
の
進

捗
状
況
に
つ
い
て

５
　
消
防
特
別
点
検
に
つ
い
て

６
　
各
部
の
主
な
事
業
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て

■
議
会
中
継
に
つ
い
て

　
本
会
議
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

に
よ
る
ラ
イ
ブ
中
継
な
ら
び
に
録

画
映
像
の
視
聴
が
可
能
で
す
。

蓮
田
市
議
会

議
会
中
継
に
つ
い
て

議会中継アドレス
https://smart.discussvision.net/smart/tenant/hasuda/WebView/rd/council_1.html
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市
の
財
政
は
と
て
も
厳
し
く
、

予
算
を
使
う
べ
き
は
特
別
職
の

報
酬
を
上
げ
る
こ
と
で
は
な
い

湯
谷
百
合
子
（
無
所
属
）

反対討論　
例
年
12
月
議
会
に
人
事
院
勧
告
に
よ
る
職
員
の
給

与
・
期
末
手
当
の
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
議
案
が
提
出
さ
れ
、

同
時
に
市
長
・
副
市
長
・
教
育
長
・
議
員
の
特
別
職

の
期
末
手
当
の
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
議
案
も
提
出
さ
れ
る
。

　
特
別
職
の
報
酬
改
正
は
審
議
会
を
開
い
て
決
め

る
べ
き
と
こ
ろ
を
、
平
成
26
年
に
開
催
さ
れ
た
審

議
会
で
「
職
員
の
期
末
・
勤
勉
手
当
の
支
給
率
と

同
率
と
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
」
と
答
申
さ
れ

た
こ
と
を
い
ま
だ
に
採
用
し
て
い
る
が
、
お
手
盛

り
の
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
条
例
改
正
は
不
当
で
、
と
て

も
認
め
ら
れ
な
い
。
財
政
が
厳
し
い
た
め
、
学
校

雨
漏
り
、
ト
イ
レ
改
修
に
回
す
べ
き
。

議
案
第
79
号
　
蓮
田
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る

条
例
及
び
蓮
田
市
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採

用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

議
案
第
80
号
　
令
和
６
年
度
蓮
田
市
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
５
号
）

議
案
第
81
号
　
令
和
６
年
度
蓮
田
市
国
民

健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

議
案
第
82
号
　
令
和
６
年
度
蓮
田
市
後
期
高

齢
者
医
療
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

議
案
第
83
号
　
令
和
６
年
度
蓮
田
市
介
護

保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

議
案
第
84
号
　
令
和
６
年
度
蓮
田
市
水
道

事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

議
案
第
85
号
　
令
和
６
年
度
蓮
田
市
下
水

道
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

市
職
員
及
び
特
定
業
務
等
従
事
任
期

付
職
員
の
給
与
等
に
つ
い
て
改
正

　
こ
れ
ら
の
７
議
案
は
、
人
事
院
勧
告
に
鑑
み
市

職
員
及
び
特
定
業
務
等
従
事
任
期
付
職
員
の
給
与

等
に
つ
い
て
改
正
す
る
も
の
で
す
。

　
主
な
内
容
は
、
市
職
員
の
月
例
給
に
つ
い
て
、

初
任
給
及
び
若
年
層
に
重
点
を
置
き
引
き
上
げ
、

期
末
・
勤
勉
手
当
に
つ
い
て
は
、
今
年
度
の
12
月

期
支
給
の
支
給
割
合
を
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤

務
職
員
以
外
の
職
員
は
そ
れ
ぞ
れ
０
・
０
５
月
引

き
上
げ
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
は
、

０
・
０
２
５
月
引
き
上
げ
る
も
の
で
す
。

　
ま
た
、
市
職
員
の
令
和
７
年
度
以
降
の
期
末
手

当
の
支
給
割
合
を
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職

員
以
外
の
職
員
は
、
６
月
期
及
び
12
月
期
そ
れ
ぞ

れ
１
・
２
５
月
に
改
め
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間

勤
務
職
員
は
０
・
７
月
に
改
め
る
も
の
で
す
。

　
さ
ら
に
、
勤
勉
手
当
の
支
給
割
合
を
定
年
前
再

任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員
は
、
６
月
期

及
び
12
月
期
そ
れ
ぞ
れ
１
・
０
５
月
に
改
め
、
定

年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
は
０
・
５
月
に
改

め
る
も
の
で
す
。
ま
た
、
特
定
業
務
等
従
事
任
期

付
職
員
の
給
料
月
額
を
引
き
上
げ
る
も
の
で
す
。

　
施
行
日
は
、
公
布
の
日
か
ら
で
す
。
た
だ
し
、

月
例
給
の
引
き
上
げ
は
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら

適
用
し
、
期
末
・
勤
勉
手
当
の
支
給
割
合
の
引

き
上
げ
は
令
和
６
年
12
月
１
日
か
ら
適
用
し
ま
す
。

ま
た
、
令
和
７
年
度
以
降
の
期
末
・
勤
勉
手
当
の

支
給
割
合
の
改
正
は
、
令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら

施
行
す
る
も
の
で
す
。

　
市
民
の
み
な
さ
ん
が
市
政
な
ど
に
つ

い
て
、
直
接
市
議
会
に
要
望
で
き
る
制

度
が
「
請
願
」
で
す
。

　
提
出
さ
れ
た
請
願
は
、
内
容
に
よ
っ

て
そ
れ
ぞ
れ
担
当
の
常
任
委
員
会
に
ゆ

だ
ね
ら
れ
、
慎
重
に
審
査
が
行
わ
れ
ま

す
。

　
委
員
長
は
、
こ
の
審
査
の
結
果
を
議

長
に
報
告
し
ま
す
。

　
本
会
議
で
は
、
審
査
結
果
を
も
と
に
、

質
疑
や
討
論
を
行
い
、
採
択
か
不
採
択

か
の
決
定
を
し
ま
す
。
こ
の
結
果
に
つ

い
て
は
、
請
願
を
提
出
し
た
代
表
者
に

通
知
を
し
ま
す
。

［
提
出
で
き
る
人
］

　
請
願
は
、
だ
れ
で
も
提
出
で
き
ま
す
。

蓮
田
市
以
外
の
か
た
、
外
国
人
、
未
成

年
者
、
あ
る
い
は
Ｐ
Ｔ
Ａ
等
の
法
人
で

な
い
団
体
で
も
提
出
で
き
ま
す
。

［
提
出
の
時
期
］

　
各
定
例
会
が
開
か
れ
る
８
日
前
ま
で

に
議
会
事
務
局
（
市
役
所
３
階
）
へ
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

［
紹
介
議
員
］

　
請
願
に
は
１
人
以
上
の
紹
介
が
必
要

で
す
。（
紹
介
議
員
の
署
名
ま
た
は
記

名
押
印
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。）

［
請
願
書
の
書
き
方
］

　
書
式
に
決
ま
り
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

右
図
を
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

①
内
容
は
わ
か
り
や
す
く
。

② 

道
路
・
下
水
の
整
備
な
ど
は
、
略
図

を
付
け
場
所
を
明
記
し
て
く
だ
さ
い
。

③ 

署
名
欄
に
は
住
所
・
氏
名
を
記
載
し
、

押
印
し
て
く
だ
さ
い
。

※	

請
願
者
の
住
所
・
氏
名
は
、
一
般
に

公
開
さ
れ
ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め

ご
了
承
く
だ
さ
い
。

▼
陳
情
書
の
取
り
扱
い
は

　
陳
情
書
の
様
式
、
提
出
先
な
ど
は
請

願
と
同
じ
で
す
が
、
議
員
の
紹
介
は
必

要
あ
り
ま
せ
ん
。

　
な
お
、
陳
情
書
の
本
会
議
で
の
取
り

扱
い
は
、
議
場
配
布
の
み
と
な
り
ま
す
。

▶▶▶▶請願・陳情はこのように◀◀◀◀

○
○
○
○
○
○
○
に
関
す
る

請
願
書

　
紹
介
議
員（
署
名
ま
た
は
記
名
押
印
）

○
　
○
　
○
　
○
　
印

件
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

○
○
○
○
○
○
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　

要
旨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

地
方
自
治
法
第
百
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、

右
の
と
お
り
請
願
書
を
提
出
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
年
　
月
　
日

請
願
者
（
法
人
の
場
合
は
そ
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

　
　
　
　
住
　
所

　
　
　
　
氏
　
名
　
○
　
○
　
○
　
○
　
印

ほ
か
　
　
名

蓮
田
市
議
会
議
長

　
○
○
　
○
○
　
様
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